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〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
4
号

　
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
28年
３
月
31日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

　
　
　
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

　
（
特
例
施
設
占
有
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）
　

第
 1
条
　
特
例
施
設
占
有
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
15号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
２
号
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
　
、「
決
定
」
を
「
裁

決
」
に
改
め
る
。

　
　
別
記
様
式
第
３
号
中
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
４
号
及
び
別
記
様
式
第
５
号
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、

「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

　
（
宮
城
県
公
安
委
員
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
　

第
 2
条
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
様
式
第
３
号
か
ら
様
式
第
６
号
ま
で
及
び
様
式
第
10号
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審

査
請
求
」
に
、「
対
す
る
決
定
」
を
「
対
す
る
裁
決
」
に
改
め
る
。

様
式
第
12号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、 「

不
服
申
立
年
月
日
」
を

「
審
査
請
求
年
月
日

」
に
改
め
る
。

　
（
宮
城
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
　

第
 3
条
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
17年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
様
式
第
３
号
か
ら
様
式
第
６
号
ま
で
、
様
式
第
11号
、
様
式
第
14号
、
様
式
第
15号
、
様
式
第
18号
及
び
様
式
第

19号
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
対
す
る
決
定
」
を
「
対
す
る
裁
決
」

に
改
め
る
。

様
式
第
20号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、 「

不
服
申
立
年
月
日
」
を

「
審
査
請
求
年
月
日

」
に
改
め
る
。

　
（
質
屋
営
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）
　

第
 4
条
　
質
屋
営
業
法
施
行
細
則
（
平
成
17年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
16号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
２
号
中
「
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
に
基
づ
き
」
を
削
り
、「
60日
」
を
「
３

か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
６
月
」
を
「
６
か
月
」
に
改
め
る
。

　
（
古
物
営
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
 5
条
　
古
物
営
業
法
施
行
細
則
（
平
成
17年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
17号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
様
式
第
１
号
、
様
式
第
７
号
、
様
式
第
９
号
及
び
様
式
第
11号

中
「
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第

160号
）
に
基
づ
き
」
を
削
り
、「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
６
月
」
を

「
６
か
月
」
に
改
め
る
。

　
（
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 6
条
　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19年
宮

城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
11号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
３
号
か
ら
別
記
様
式
第
５
号
ま
で
の
規
定
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
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議
申
立
て
を
」
を
「
審
査
請
求
を
」
に
、「
異
議
申
立
て
に
」
を
「
審
査
請
求
に
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改

め
る
。

　
（
宮
城
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 13条
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
14年
宮

城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
様
式
第
８
号
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
及
び
「
異
議
申
し
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、

「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
、「
６
ヶ
月
」
を
「
６
か
月
」
に
改
め
る
。

　
 　
様
式
第
９
号
、
様
式
第
12号
及
び
様
式
第
13号
中
「
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
に
基
づ
き
」

を
削
り
、「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
28年
４
月
１
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
5
号

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
28年
３
月
31日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則

　
（
趣
旨
） 

第
 1
条
　
こ
の
規
則
は
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
審
査
請
求
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
用
語
） 

第
 2
条
　
こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。

　
（
物
件
の
提
出
の
方
法
）

第
 3
条
　
法
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
27年
政
令
第
391号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
及
び
こ
の
規
則
の
規

定
に
よ
る
審
査
庁
（
法
に
規
定
す
る
審
査
庁
と
し
て
の
公
安
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
へ
の
書
類
そ
の
他
の

物
件
の
提
出
は
、
警
察
本
部
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
総
代
の
互
選
の
命
令
の
方
式
等
） 

第
 4
条
　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
11条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
総
代
の
互
選
の

命
令
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
 　
審
査
庁
は
、
総
代
が
選
任
さ
れ
、
又
は
解
任
さ
れ
た
と
き
は
、
他
の
審
理
関
係
人
（
処
分
庁
等
が
審
査
庁
で
あ
る

査
請
求
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

　
（
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
 7
条
　
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
20年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
１
号
、
別
記
様
式
第
４
号
、
別
記
様
式
第
６
号
、
別
記
様
式
第
９
号
、
別
記
様
式
第
14号
、
別
記
様

式
第
17号
、
別
記
様
式
第
20号
、
別
記
様
式
第
22号
、
別
記
様
式
第
25号
及
び
別
記
様
式
第
27号
中
「
60日
」
を
「
３

か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

　
（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
 8
条
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
22年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規

則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
１
号
、
別
記
様
式
第
３
号
、
別
記
様
式
第
６
号
か
ら
別
記
様
式
第
８
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
10号

中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

　
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
 9
条
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
細
則
（
平
成
22年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
11号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
１
号
か
ら
別
記
様
式
第
９
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
11号

中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議

申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

　
（
飲
食
店
等
営
業
に
係
る
不
当
な
勧
誘
、
料
金
の
取
立
て
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 10条
　
飲
食
店
等
営
業
に
係
る
不
当
な
勧
誘
、
料
金
の
取
立
て
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
14年
宮

城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
２
号
中
「
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、「
60

日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
３
号
中
「
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、「
60

日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
６
ヶ
月
」
を
「
６
か
月
」
に
改
め
る
。

　
（
迷
惑
行
為
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 11条

　
迷
惑
行
為
防
止
条
例
施
行
規
則
（
平
成
19年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
１
号
か
ら
別
記
様
式
第
４
号
ま
で
の
規
定
中
「
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）

に
基
づ
き
」
を
削
り
、「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
（
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 12条
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
様
式
第
23号
中
「
60日
」
を
「
３
か
月
」
に
、「
異
議
申
立
て
す
る
こ
と
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
」
に
、「
異
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場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
。
以
下
同
じ
。）
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

　
（
参
加
の
許
可
の
通
知
等
）

第
 5
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
13条
第
１
項
の
許
可
を
し
、
又

は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
の
申
請
を
し
た
利
害
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

２
 　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
13条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
要
求
は
、
書

面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
 　
審
査
庁
は
、
利
害
関
係
人
が
新
た
に
参
加
人
と
な
っ
た
と
き
又
は
参
加
人
が
審
査
請
求
へ
の
参
加
を
取
り
下
げ
た

と
き
は
、
他
の
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
補
正
の
命
令
の
方
式
） 

第
 6
条
　
法
第
23条
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
命
令
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
執
行
停
止
に
つ
い
て
の
処
分
庁
の
意
見
の
聴
取
の
方
式
等
） 　

第
 7
条
　
法
第
25条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
庁
（
公
安
委
員
会
を
除
く
。）
の
意
見
の
聴
取
は
、
書
面
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

２
 　
審
査
庁
は
、
法
第
25条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
停
止
を
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
人
、
参
加
人

及
び
処
分
庁
（
処
分
庁
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
法
第
25条
第
２
項
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
停
止
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

　
（
執
行
停
止
の
取
消
し
の
通
知
） 

第
 8
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
26条
の
規
定
に
よ
り
執
行
停
止
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
人
、
参
加
人
及
び
処

分
庁
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
審
査
請
求
の
取
下
げ
の
通
知
等
） 

第
 9
条
　
審
査
庁
は
、法
第
27条
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、参
加
人
及
び
処
分
庁
等（
処

分
庁
等
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
は
参
加
人
。
第
25条

第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
 　
審
査
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
第
32第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は

法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
33条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
そ
の
提
出
人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
返
還
は
、

還
付
請
書
（
別
記
様
式
第
１
号
）
と
引
換
え
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
処
分
庁
等
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出
の
要
求
の
方
式
）

第
 10条
　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
29条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
書
の
提
出

の
要
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
反
論
書
等
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
通
知
）

第
 11条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
30条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規

定
す
る
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

　
（
意
見
の
陳
述
の
機
会
供
与
の
通
知
の
方
式
等
） 

第
 12条
　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
31条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
口
頭
意
見
陳
述

の
期
日
及
び
場
所
の
指
定
並
び
に
審
理
関
係
人
の
招
集
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
 　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
31条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の

陳
述
を
聴
取
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
口
頭
意
見
陳
述
録
取
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
事
案
の
件
名

　
⑵
　
意
見
の
陳
述
の
日
時
及
び
場
所

　
⑶
　
意
見
の
陳
述
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
⑷
　
意
見
の
陳
述
の
要
旨

　
（
補
佐
人
同
伴
の
許
可
の
通
知
） 

第
 13条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
31条
第
３
項
の
許
可
を
し
、
又

は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
申
立
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
通
知
） 

第
 14条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
32条
第
３
項
に
規
定
す
る
相
当

の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
物
件
の
提
出
の
通
知
等
） 

第
 15条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
33条
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出
の
要
求
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て

を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
立
て
が
法
第
９
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
31条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
又
は
法
第
９
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
37条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
そ
の
場
に
お
い
て
当
該
要
求
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
 　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
33条
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出
の
要
求
は
、
書

面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
証
拠
書
類
等
の
管
理
）
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３
 　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
35条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
を

し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
検
証
調
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
事
案
の
件
名

　
⑵
　
検
証
の
日
時
及
び
場
所

　
⑶
　
立
会
人
の
氏
名
及
び
住
所

　
⑷
　
検
証
の
結
果

４
 　
第
15条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
質
問
の
通
知
等
）

第
 20条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
36条
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
に
対

し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
 　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
36条
の
規
定
に
よ
る
質
問
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
質
問
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
期

日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
 　
第
15条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
12条
第
２
項
の
規
定
は
口
頭
に

よ
る
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
36条
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。

　
（
意
見
の
聴
取
の
通
知
等
）

第
 21条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
37条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
審

理
関
係
人
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
 　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
37条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
 　
第
12条
第
２
項
の
規
定
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
37条
第
１
項
又
は
第

２
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
提
出
書
類
等
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
の
提
出
人
の
意
見
の
聴
取
の
方
式
等
） 

第
 22条
　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
38条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
人
の
意
見

の
聴
取
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
 　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
38条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
提
出
書
類

閲
覧
日
時
等
指
定
書
（
別
記
様
式
第
３
号
）
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
 　
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
19号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
297の

項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
は
、

第
 16条
　
審
査
庁
は
、
法
第
32条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
33条
の
規
定
に
よ
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
提

出
物
目
録
（
別
記
様
式
第
２
号
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
事
案
の
件
名

　
⑵
　
提
出
を
受
け
た
年
月
日

　
⑶
　
提
出
人
の
氏
名
及
び
住
所

　
⑷
　
提
出
を
受
け
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
種
目

２
 　
審
査
庁
は
、
前
項
の
提
出
物
目
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
当
該
提
出
物
目
録
に
係
る
書
類
そ
の
他
の

物
件
の
提
出
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
 　
審
査
庁
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
提
出
を
受
け
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
そ
の
提
出
人
に

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
 　
第
９
条
第
２
項
後
段
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
証
拠
書
類
等
の
提
出
に
係
る
審
理
関
係
人
に
対
す
る
通
知
）

第
 17条
　
審
査
庁
は
、
法
第
32条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
33条
の
規
定
に
よ
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
人
以
外
の
審
理
関
係
人

に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
参
考
人
の
陳
述
の
通
知
等
）

第
 18条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
34条
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
陳
述
又
は
鑑
定
の
要
求
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

当
該
申
立
て
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
 　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
34条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
陳
述
又
は
鑑
定
の

要
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
 　
第
15条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
12条
第
２
項
の
規
定
は
口
頭
に

よ
る
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
34条

の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
陳
述
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

　
（
検
証
の
通
知
等
）

第
 19条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
35条
第
１
項
の
申
立
て
が
行
わ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
を
し
た

者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
 　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
35条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
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提
出
書
類
等
謄
写
手
数
料
納
付
書
（
別
記
様
式
第
４
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
手
続
の
併
合
又
は
分
離
の
通
知
）

第
 23条
　
審
査
庁
は
、
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
39条
の
規
定
に
よ
り
数
個
の
審

査
請
求
に
係
る
審
理
手
続
を
併
合
し
、
又
は
併
合
さ
れ
た
数
個
の
審
査
請
求
に
係
る
審
理
手
続
を
分
離
し
た
と
き

は
、
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
審
理
手
続
の
終
結
の
通
知
の
方
式
）

第
 24条
　
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
41条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
を
終

結
し
た
旨
の
通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
裁
決
書
の
謄
本
の
送
達
の
方
式
等
） 

第
 25条
　
法
第
51条
第
２
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
書
の
謄
本
の
送
付
は
、
当
該
謄
本
に
裁
決
書
謄
本
送
付

書
を
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
 　
審
査
庁
は
、
法
第
51条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
方
法
に
よ
る
送
達
を
し
た
と
き
は
、
参
加
人
及

び
処
分
庁
等
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
証
拠
書
類
等
の
返
還
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
 26条
　
第
９
条
第
２
項
後
段
の
規
定
は
、
法
第
53条
の
規
定
に
よ
る
返
還
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
  

　
（
警
察
本
部
長
へ
の
委
任
）

第
 27条
　
法
、
令
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
本
部
長
が
定
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
28年
４
月
１
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
1
号
（
第
９
条
、
第
16条
、
第
26条
関
係
）

還
　
付
　
請
　
書

 
第
　
　
　
　
号
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
　

　
下
記
の
目
録
の
物
件
の
還
付
を
受
け
、
受
領
し
ま
し
た
。

記

目
　
　
　
　
　
　
録

番
　
号

種
　
　
　
　
　
　
目

数
　
量

備
　
　
考

取
扱
者
　
官
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

　
備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



号外第21号　平成28年３月31日　木曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
別
記
様
式
第
2
号
（
第
16条
関
係
）

提
　
出
　
物
　
目
　
録

 
第
　
　
　
　
号
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
住
　
所

　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
印
　
　
　
　

　
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、

下
記
の
と
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
受
領
し
た
。

記

事
案
の
件
名

提出人

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
所

提
出
を
受
け
た

年
月

日
 

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　

目
　
　
　
　
　
　
録

番
　
号

種
　
　
　
　
　
　
目

数
　
量

備
　
　
考

取
扱
者
　
官
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

（
提
出
者
へ
の
注
意
事
項
 ）
提
出
し
た
物
件
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
書
類
を
持
参
す

る
こ
と
。

　
備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
3
号
（
第
22条
関
係
）

提
出
書
類
閲
覧
日
時
等
指
定
書

 
第
　
　
　
　
号
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
住
　
所

　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
印
　
　
　
　

に
つ
き
、
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
 　
　
　
日
に
請
求
の
あ
っ
た
提
出
書
類
等
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法

第
38条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
そ
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
た
の
で
通
知
す
る
。

記
１
　
閲
覧
の
日
時

２
　
閲
覧
の
場
所

　
（
注
意
事
項
）
閲
覧
の
際
は
、
こ
の
指
定
書
を
持
参
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



（7）　平成28年３月31日　木曜日 号外第21号宮　　城　　県　　公　　報
別
記
様
式
第
4
号
（
第
22条
関
係
）

提
出
書
類
等
謄
写
手
数
料
納
付
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
納
付
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
19号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
　
　
　
　
　
　
円

を
手
数
料
と
し
て
納
付
し
ま
す
。

宮
　
城
　
県
　
収
　
入
　
証
　
紙
　
貼
　
付
　
欄

　
備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.198430
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


